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大麻取締法と薬物乱用のアウトライン 

 

この法律で乱用を規制する薬物は、大麻草およびその製品 

   

 
  

大麻草 乾燥大麻 大麻樹脂 

乱用される大麻草の製品としては、ほかに液体大麻などがあります。 

 

この法律が規制する主な乱用行為と罰則 

 

大麻の    栽培、輸入、輸出（24条）   単純犯の場合  7年以下の懲役 

大麻の    所持、譲受、譲渡（24条の2）  単純犯の場合  5年以下の懲役 

 

 

この法律違反での検挙者 

   

  大麻取締法違反での検挙人員（2005年）2,063人1 

                                                        
1 法務省法務総合研究所編「犯罪白書平成 18年版」114頁 2006年 
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大麻取締法とは 

 わが国の大麻規制は昭和5年の｢麻薬取締規則｣から始まりますが、この規則は麻薬のひとつとし

てインド大麻を規制するもので、「印度大麻草、その樹脂及びこれを含有するもの」を麻薬として指

定し、輸出入等について規制を設けたものです。わが国で広く栽培されていたアサが規制されるよ

うになったのは、戦後の占領下でのことで、連合軍総司令部（GHQ）が昭和20年に発したポツダム

省令(厚生省令第46号)により、大麻を含む麻薬原料植物の栽培は全面的に禁止されました。しかし、

この時代の日本人の生活にアサは不可欠であったため、その後、大麻の栽培を許可制とすることな

どが定められました。 

 昭和23年、旧麻薬取締法を整備するに当たって、大麻の取り扱いが検討されました。従来、大麻

は麻薬のひとつとして規制されてきましたが、モルヒネ等の麻薬が主に医療関係者と関係があるの

に対し、大麻栽培者は主に農業に従事する人であったことから、旧麻薬取締法とは別個の法律が制

定されたのです2。これが、現行の大麻取締法です。 

 現行の大麻取締法は、大麻を「大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びそ

の製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品は除く」と定義したうえで、所持、栽培、

譲り受け、譲り渡しなどの大麻の取り扱いを大麻取扱者に限定し、それ以外の人が大麻にかかわる

ことを禁じています。ここでいう大麻取扱者とは、具体的には、大麻栽培者、大麻研究者として都

道府県知事の免許を受けている人を指しています3。 

 

法が規制する大麻とは 

「大麻取締法」は、第１条で、大麻を「大麻草（カンナビス・サティバ・エル4）及びその製品を

いう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品

は除く」と定義しています。 

 大麻草はクワ科の植物で、その製品としては、花や葉などを乾燥させた物（乾燥大麻。マリファ

ナ、ハッパ）、大麻の樹脂を固めた物（大麻樹脂。ハシシ、チョコ）などが乱用されます。 

なお、成熟したアサの茎や種子には、大麻の成分であるTHCがほとんど含まれていないため精神

作用を得るために乱用されるおそれもなく、また成熟したアサの茎からとれる繊維は古くから麻織

物や麻縄などに使われ、繊維をとった後の茎はおがら（苧殻）としてお盆の迎え火に使われるなど、

                                                        
2 古田祐紀ら編「大麻取締法」2頁『大コンメンタールⅡ薬物五法』青林書院1996 
3 法第2条は、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者

を「大麻栽培者」、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使

用する者を「大麻研究者」としています。 
4 学名：Cannabis sativa L.  和名：アサ 
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暮らしに結びついた製品もあり、規制対象とはされていません。 

 

図表 1 法が規制する大麻草とその製品の例 

  
 

   

大麻草 乾燥大麻 大麻樹脂 

 

ところで、法は大麻を「カンナビス・サティバ・エル（Cannabis sativa L.)と明記しているところ

から、いわゆるインド大麻などは、植物分類上別な種であり、大麻取締法が規定する「大麻草」に

は当たらないと主張する意見があります。大麻取締法違反事件の裁判においても、こうした主張が

された例もありますが、判例はこの主張を否定し、最高裁判所は、「大麻取締法の立法の経緯、趣旨、

目的等によれば、同法一条にいう『大麻草（カンナビス・サティバ・エル）』とは、カンナビス属に

属する植物すべてを含む趣旨であると解するのが相当である5」という判断を示しています。 

つまり、カンナビス属のすべての植物は「カンナビス・サティバ・エル」に属する同種の植物で、

いわゆるインド大麻もこの種に属する亜種である（学名：Cannabis sativa L. subsp. indica (Lam.) Small 

et Cronquist  和名：インドアサ）6とするのが現在の植物学の代表的な考え方であり、裁判において

もこれに沿った判断がなされることから、カンナビス属のすべての植物は、当然にこの法律によっ

て規制される、という考え方なのです。 

 

                                                        
5 最高裁判所決定 昭和57年9月17日 刑集36巻8号186頁 
6  BG Plants 和名−学名インデックスによる 
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大麻の成分 

大麻に特有な成分として、60 種以上の天然のカンナビノイドが知られており、なかで

も、テトラヒドロカンナビノール（THC）、カンナビジオール、カンナビノールが主成

分です。 

THCにはいくつかの異性体（分子式が同じで構造が異なる化合物）が知られていますが、デルタナ

インTHCとよばれるものが、大麻の幻覚作用の本体といわれています7。 

アメリカの公的資料では、近年、大麻に含まれるTHC濃度が上がっていることが指摘されています。

乾燥大麻の平均的なTHC濃度は、1970年代半ばには 1％以下だったものが、2002年には 6％以上に

なっています。シンセミヤ（大麻草の受粉していない雌花の花弁や花穂部分を多く含む乾燥大麻）

の平均的なTHC濃度は、この 20年の間に 6パーセントから 13パーセントに上がり、分析した試料

によっては、最高 33パーセントのTHCを含んでいた8と報告されています。  

 

 

法が罰則をもって禁止する行為 

「大麻取締法」は、第1章において大麻についての禁止と制限を定め、それらに違反した場合の

罰則を第6章で定めています。主な違反行為とそれに対する罰則は図表2に示したとおりです。栽

培や輸入・輸出はより悪質な違反とみなされ、単純犯（営利目的のない違反）の場合で７年以下の

懲役が科されます。営利の目的で違反をおこなった場合は10年以下の懲役と、さらに情状によって

罰金も同時に科されると定められています。 

なお、法は、大麻の吸食行為(煙草のように喫煙すること、食べることなど)を禁止の対象として

いません。24条の3第1項1号は「第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者」

に対する罰則を定めていますが、ここでいう「使用」とは、大麻取扱者の資格を持たない者が研究

のために使用すること（3条1項の違反）、この法の規定により大麻を所持することができる者がそ

の目的以外の目的に大麻を使用することで（3条2項の違反）、乱用行為として大麻を吸食すること

を含まないと解釈されています。 

 

 

                                                        
7 井上堯子『薬物乱用の化学』81頁 東京化学同人 2003 
8  The White House Office of National Drug Control Policy「Marijuana Myths & Facts」2頁 
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図表 2 大麻取締法が定める主な違反と罰則 

 違反態様 単純犯（*1） 営利犯（*1） 

栽培 

輸出・輸入 

7年以下の懲役（24①） 

 

10年以下の懲役、又は10年以下

の懲役及び 300 万円以下の罰金

（24②） 

所持 

譲渡・譲受 

5年以下の懲役（24の2①） 

7年以下の懲役、又は7年以下の

懲役及び200万円以下の罰金（24

の2②） 

大麻 

研究目的使用 5年以下の懲役（24の3①-1） 
7年以下の懲役、又は7年以下の
懲役及び200万円以下の罰金（24
の3②） 

大麻から
製造され
た医薬品
（*2） 

施用・施用のため
の交付・受施用 5年以下の懲役（24の3①-2） 

7年以下の懲役、又は7年以下の
懲役及び200万円以下の罰金（24
の3②） 

   *1 単純犯……営利の目的で行われる違反を営利犯、それ以外を単純犯と呼びます。 

*2 現在、わが国では大麻から製造された医薬品はありません。  

法第6章は上記のほかに、未遂や予備の処罰、犯罪にかかる大麻の没収などについて定めていま

す。 

 

乱用者がかかわることの多い違反 

乱用者がかかわることの多い違反行為に対する罰則は、図表3のとおりで、もっとも多い「所

持」に対しては、「5年以下の懲役」が刑として言い渡されることになっています（第24条の

2）。 

覚せい剤の「所持」の罪に対する罰則が「10年以下の懲役」であることに比べ、大麻に関し

てはいくぶん軽い刑になっているとはいえ、非常に厳しい罰則が定められています。これは、

わが国が薬物乱用に対して厳然たる態度で臨んでいることを示すものです。  
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図表 3 乱用者がかかわることの多い違反と罰則 

禁止されている主な乱用行為 違反した場合の罰則 

大麻の 栽培、輸入・輸出 

（第24条の2） 

単純犯の場合 ７年以下の懲役 

営利犯の場合は、さらに重い刑と罰金が科せられます 

大麻の 所持、譲受・譲渡 

（第24条の3） 

単純犯の場合 ５年以下の懲役 

営利犯の場合は、さらに重い刑と罰金が科せられます 

 

主な禁止行為の意義 

栽培   

「栽培」とは、播種から収穫に至るまでの育成行為をいいます。栽培の目的は問いません。鑑賞

用として栽培した場合でも栽培にあたります。 

輸入 

「輸入」とは、我が国の統治権が現実に行使されていない地域から、我が国の統治権が行使され

ている地域に搬入することをいいます。密売組織による大掛かりな密輸事件のほかにも、旅行者が

身体や手荷物に隠し持って搬入するケースや、貨物や国際スピード郵便を利用したケースなど、多

様な密輸入の摘発例があとを絶ちません9。 

所持 

「所持」とは、大麻を管理できる状態にあることをいいます。管理できる状態にあるかどうかは、

社会通念によって決定されます。現実に手に持ったり、身につけている必要はありません。 

また、大麻の所有権の有無は関係ないので、他の人から依頼されて保管している場合や、拾った

り、盗んだりして保管している場合も所持にあたります。 

なお、所持についての詳しい説明が、本書『覚せい剤取締法と薬物乱用』8頁にあります。 

譲渡、譲受 

 「譲渡」とは、相手方に対し、覚せい剤についての法律上又は事実上の処分権限を与えて、覚せ

い剤の所持を移転することをいい、「譲受」とは、相手方から、覚せい剤についての法律上又は事実

上の処分権限を与えられて、覚せい剤の所持の移転を受けることをいいます。有償・無償は問いま

せん。 

                                                        
9 大麻密輸の摘発状況についてはhttp://www.customs.go.jp/mizugiwa/mitsuyu/index.htm 税関ホームページ 
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大麻取締法による乱用の取り締まり 

大麻取締法違反での検挙者の大半（約78％）を占めるのが「所持」ですが、「輸入」「栽培」など、

より重い罪に問われる人の割合が、比較的多いのが大麻事件の特徴です。 

薬物犯罪では、乱用者が自分で使う薬物を持っていたり、使用したりするケースは、いわば末端

の乱用者が起した薬物乱用事件であり、乱用者は薬物取締法に違反した犯罪者であると同時に、薬

物乱用という社会的な渦に巻き込まれた人たちととらえることもできるのです。青少年の薬物乱用

の背景には、好奇心からつい足を踏み外してしまっ

た未熟さもよく見受けられます。 

いっぽう、薬物の輸入、栽培や製造などの場合は、

薬物乱用の広がりに積極的に加担するという要素が

加わり、犯罪の性質が大きく変わることになります。

従来、こうした犯罪行為をするのは、犯罪組織の関

係者や、お金のためには何でもする人たちであり、

一般の青少年が関わることではないと信じられてき

ました。 

ところが、大麻事件の中には、ごく普通の若者が、

自分が使う大麻を手に入れるために禁を犯して密輸

したり、自分の家で栽培したり、あげくは多くの人

に売ってしまい、営利犯として非常に厳しい判決を

言い渡される例も目につきます。 

警察庁の資料10によれば、2005年の大麻取締法違反での検挙人員のうち、約 7パーセントを輸出・

輸入事犯、約 5パーセントを栽培事犯が占めています（図表 4）。覚せい剤取締法違反では、輸入事

犯が 0.3 パーセント、製造事犯は 0.007 パーセント（いずれも 2005 年）11であることに照らせば、

その差は大きいといえるでしょう。 

 

営利犯とは 

 大麻取締法をはじめ、薬物を規制する法律では、違反に対する罰則のなかに、営利目的加重処罰

規定とよばれるものがありますが、これは、営利の目的である罪を犯した者に対しては、その目的

のなかった者より重い刑が科されるというものです。たとえば、大麻の輸入罪では、単純犯に対す

                                                        
10 警察庁「平成17年の犯罪」H17-86 
11 本書「覚せい剤取締法と薬物乱用」5頁を参照 

図表 4 大麻事犯検挙者の態様別構成 

所持
78%

譲受け
9%

輸出入
7%

栽培
5%

その他
1%
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20―29
歳

57%

40―49歳
8%

30―39
歳

23%

20歳未

満
9%

50歳以上
3%

る罰則は、7 年以下の懲役ですが、営利犯の場合は 10 年以下の懲役、または「情状によって」10

年以下の懲役及び300万円以下の罰金（併科）と格段に重くなっています。 

 裁判において「営利の目的」とは、「犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させるこ

とを動機・目的とする場合をいう12」とされています。「営利の目的」というと、薬物の密売で生計

をたてているような職業的な密売人や、犯罪組織による大がかりな犯行を思い浮かべることが多い

でしょうが、裁判例としては、ひろく財産上の利益を得る目的があれば足り13、職業としている必

要はなく14、1回かぎりでも差し支えなく、また現実に利益を得たかどうかを問わない15とする、た

いへん非常に厳しい判断が示されています。 

 

青少年に多い大麻取締法違反 

2005 年の大麻取締法違反での検挙人員は 2,063

人ですが16、その3分の2（66％）を占めているのが、

20歳未満の少年および20歳代の若者からなる青少

年層で、とくに、大麻事犯の検挙者の1割程度を少

年が占めるという状況が続いていることが懸念さ

れています17（図表5）。 

検挙者中に占める青少年の割合が高いことは、新

たな乱用者の増加を示していると考えられます。大

麻取締法違反の検挙人員は 2001 年ころから増加し

始め、2004年には2,312人と過去最高を記録しまし

た。また、大麻の押収量も増加傾向を示しています。

大麻はわが国で最も押収量の多い薬物ですが、2000年ころから次第に押収量が増え始め、2004

年には1トンを越え過去最高となりました。 

警察庁の資料18では、大麻事犯で検挙された生徒、学生の数が公表されていますが、とりわ

け高校生、大学生の数が目につきます（図表6）。 

                                                        
12 覚せい剤取締法違反事件につき、最高裁決定 昭和57年6月28日 昭55（あ）1558号 
13 麻薬取締法違反事件につき、東京高裁判決 昭和34年11月18日 昭34（う）1350号 
14 覚せい剤取締法違反事件につき、東京高裁判決 昭和31年11月27日 昭31（う）1378号 
15 麻薬取締法違反事件につき、東京高裁判決 昭和41年9月14日 昭41（う）858号 
16  法務総合研究所編『犯罪白書 平成18年版』114頁 2006 
17  警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課編「平成18年中における薬物情勢」11頁 
18  警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課編「平成17年中における薬物情勢」11頁 

図表 5 大麻事犯検挙者の年齢別構成 
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図表 6 

大麻事犯で検挙された 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 

 中学生（人） 4 4 3 6 5 

 高校生（人） 39 33 38 37 42 

大学生（人） 91 66 101 114 63 

警察庁資料19から抽出 

 

犯罪に無縁なはずの若者たち 

2005年中に大麻取締法違反事件で、通常第一審の裁判を受けたのは1,080人で、その大半に

あたる1,074人が有罪になり懲役刑を言い渡されていますが、有罪の判決を受けた人の約80％

が執行猶予付き判決を受けており、実刑を言い渡されたのは 188 人20でした。執行猶予付き判

決を受けた人の割合が高いのは、初犯者が多いことを反映していると思います。 

 覚せい剤事件と比較すれば、たしかに、大麻事件では比較的ゆるやかな刑が言い渡されてい

ると言ってよいでしょう。しかし、「刑務所に行かないなら、有罪判決を受けてもいいじゃな

いか」と言って済まされることでしょうか。逮捕され、刑事裁判を受け、有罪の判決を受ける

ということは、人生の可能性を脅かす要因になりかねないのです。薬物を使うということは、

その薬理作用で心身の健康を脅かすと同時に、犯罪に手を染めるという重大なリスクを負う行

為なのです。なお、薬物事件で有罪判決を受けた人が受ける制限や不利益については、本サイ

トの「前科って何だろう」に詳しい情報があります。ご参照ください。 

以前から、大麻事犯には、「一般の青少年」と呼ぶべき人たちが多いと言われてきました。

きちんと学校教育を受け、それなりに仕事をし、家族関係の良好な人たちです。環境や可能性

に恵まれた若者が、実に安易に法を犯し、規制薬物を使ってしまうという現実が、私には歯が

ゆくてなりません。 

  

                                                        
19 警察庁「平成17年中の薬物・銃器情勢」12頁2006年 
20 最高裁判所事務総局編「司法統計年報・2刑事編・平成17年」45頁 法曹会2006 
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関連情報 

本サイト内には、大麻乱用問題を考える関連情報があります。ご参照ください。 

 

●大麻取締法の抜粋を読む 

 本サイト内「大麻取締法抜粋」 

 

■第1章 総則（禁止及び制限について） 

 ■第6章 罰則 

 

大麻取締法の全体を読むには 

総務庁の法令データ提供システムが公開されています。最新の改正などが反映されています

ので、参照するに便利です。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 

 

●大麻の作用と乱用のリスクに関連して、とくに青少年の乱用についてわかりやすく解説した情報

があります。 

 本サイト内「高校生に薬物のリスクを伝えたい」 

 ■教師のための情報 

 http://www2u.biglobe.ne.jp/~skomori/teens/text%20teacher.pdf 

 

●変化しつつある世界の大麻規制に関連して、オランダにおける薬物規制政策に関する詳細な情報

があります。 

本サイト内「オランダの薬物対策を観る」 

http://www2u.biglobe.ne.jp/~skomori/sov/topf.htm 

■Ｑ＆Ａ 薬物 2003 オランダの政策へのガイド 私訳 

■ オランダの薬物政策を語る ＥＵ麻薬委員会でのオランダ代表の発言 私訳 

 

 

 

 


